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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラジアルカーカス補強材を備えたタイヤであって、一方の層から他方の層にクロス掛け
されると共に周方向と１０°～４５°の角度をなす非伸長性補強要素の少なくとも２つの
実働クラウン層で形成されたクラウン補強材を有し、前記クラウン補強材それ自体には半
径方向にトレッドが被せられ、前記トレッドが、２つのサイドウォールによって２つのビ
ードに連結され、前記クラウン補強材が周方向金属補強要素の少なくとも１つの層を有す
るタイヤにおいて、
　前記周方向金属補強要素の層が、少なくとも１つの中央部分及び２つの軸方向外側部分
から成り、前記周方向金属補強要素の少なくとも１つの層の前記中央部分の補強要素は、
複数の区分に切断された補強要素であり、前記区分の長さは５５０ｍｍ未満であり、２つ
の連続して位置する前記区分の端相互間の距離は２５ｍｍを超え、前記区分の長さは２つ
の連続して位置する前記区分の端相互間の距離の１．１～１３倍であり、前記２つの軸方
向外側部分の補強要素は連続している、
　ことを特徴とするタイヤ。
【請求項２】
　前記区分の長さは、３００ｍｍ未満であり、前記区分の長さは、前記２つの連続して位
置する区分の端相互間の距離の６．５倍未満である、
　請求項１記載のタイヤ。
【請求項３】
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　前記区分の長さは、９５ｍｍを超える、
　請求項１又は２記載のタイヤ。
【請求項４】
　前記２つの連続して位置する区分の端相互間の距離は、１７５ｍｍ未満である、
　請求項１～３のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項５】
　前記周方向補強要素の層の前記中央部分の軸方向幅は、０．１５×Ｓを超え且つ０．５
×Ｓ未満であり、Ｓはタイヤの軸方向最大幅である、
　請求項１～４のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項６】
　前記周方向補強要素の層の前記軸方向外側部分の各々の軸方向幅は、０．４５×Ｓ未満
であり、Ｓはタイヤの軸方向最大幅である、
　請求項１～５のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項７】
　前記周方向補強要素の層は、前記中央部分と前記軸方向外側部分との間の移行領域を有
し、前記移行領域は、金属補強要素を有し、前記移行領域の軸方向に測定した幅は、１．
５ｍｍ以上である、
　請求項１～６のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項８】
　前記周方向補強要素の層は、前記中央部分と前記軸方向外側部分との間の移行領域を有
し、前記区分の周方向長さは、移行領域の軸方向外側の縁からその軸方向内側の縁に向か
って減少すると共に／或いは前記２つの連続して位置する区分の端相互間の距離は、移行
領域の軸方向外側の縁からその軸方向内側の縁に向かって増大している、
　請求項１～７のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項９】
　前記周方向補強要素の層は、前記中央部分と前記軸方向外側部分との間の移行領域を有
し、前記周方向補強要素は、前記中央部分内において、前記軸方向外側部分内の間隔より
も大きな間隔を有し、前記移行領域中の間隔は、前記軸方向外側部分の間隔と前記中央部
分の間隔との間の値のものである、
　請求項１～８のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項１０】
　前記２つの連続して位置する区分の端相互間の切断領域は、互いに軸方向に隣り合って
いない、請求項１～９のいずれか１項に記載のタイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半径方向カーカス補強材を備えたタイヤ、特に、重量物を運搬し、定速度で
走行する車両、例えば大型トラック、トラクタ、トレーラ又はバスに取り付けられるタイ
ヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、重量物運搬車両型のタイヤでは、カーカス補強材は、ビードの領域で各側が繋
留され、半径方向上側には、少なくとも２つの重ね合わされた層により構成されるクラウ
ン補強材が設けられ、これら層は、各層内では互いに平行であり、１つの層と次の層との
間でクロス掛け関係をなし、周方向と１０°～４５°の角度をなす細線又はコードで形成
されている。実働補強材を形成する実働層も又、補強要素で作られた保護層と呼ばれる少
なくとも１つの層で覆われるのが良く、これら補強要素は、有利には、金属であり且つ伸
長性であり、弾性要素と呼ばれている。保護層は、周方向と４５°～９０°の角度をなす
伸長性の低い金属コード又は細線の層を更に含むのが良く、三角形構造形成プライ（tria
ngulation ply）と呼ばれるこのプライは、カーカス補強材と絶対値で言ってせいぜい４
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５°に等しい角度をなして互いに平行な細線又はコードで形成された実働クラウンプライ
と呼ばれる第１のクラウンプライとの間に半径方向に位置する。三角形構造形成プライは
、少なくとも実働プライと一緒になって、三角形構造形成補強材を形成し、この三角形構
造形成補強材は、これが受ける種々の応力下において、非常に僅かに変形し、三角形構造
形成プライは、タイヤのクラウンの領域中の補強要素の全てが受ける横方向圧縮力に反作
用するという本質的な役割を有する。
【０００３】
　重量物運搬車両用のタイヤの場合、通常、１つの保護層が存在し、その保護要素は、大
抵の場合、同一方向に且つ半径方向最も外側の、それ故に半径方向に隣接した実働層の補
強要素の角度と絶対値で同一の角度をなして差し向けられている。幾分でこぼこの路面上
を走行する土木工事現場用タイヤの場合、２枚の保護層の存在が有利であり、補強要素は
、或る１つの層と次の層との間でクロス掛け関係にある、半径方向内側の保護層の補強要
素は、半径方向外側に位置すると共にこの半径方向内側保護層に隣接して位置する実働層
の非伸長性補強要素とクロス掛け関係にある。
【０００４】
　コードは、このようなコードが破断力の１０％に等しい引張り力を受けたときに、最大
で０．２％に等しい相対伸び率を示す場合に非伸長性であると呼ばれる。
【０００５】
　コードは、このようなコードが破断荷重に等しい引張り力を受けたときに、最大接線モ
ジュラスが１５０ＧＰａに等しい状態で少なくとも３％に等しい伸び率を示す場合に弾性
であると呼ばれる。
【０００６】
　周方向補強要素は、周方向と０°±８°の角度をなす補強要素である。
【０００７】
　タイヤの周方向又は長手方向は、タイヤの周囲に対応すると共にタイヤの走行方向によ
って定められる方向である。
【０００８】
　タイヤの横方向又は軸方向は、タイヤの回転軸線に平行である。
【０００９】
　半径方向は、タイヤの回転軸線と交差し且つこれに垂直な方向である。
【００１０】
　タイヤの回転軸線は、タイヤが通常の使用中に回転する中心となる軸線である。
【００１１】
　半径方向平面又は子午線平面は、タイヤの回転軸線を含む平面である。
【００１２】
　周方向子午線平面又は赤道面は、タイヤの回転軸線に垂直であり且つタイヤを２つの半
部に区分する平面である。
【００１３】
　金属コード又は細線に関し、破断力（単位Ｎで表わされた最大荷重）、破断強度（単位
ＭＰａ）及び破断点伸び率（単位％で表わされた全伸び率）は、１９８４年ＩＳＯ６８９
２に準拠して張力下で測定される。
【００１４】
　「ロード」タイヤと呼ばれている或る特定の現行のタイヤは、世界中で道路網の改良が
行われていると共に自動車専用道路網が広がっているので、高速で且つますます長距離に
わたって走行するようになっている。このようなタイヤの走行上の必要条件の全てにより
、疑いもなく、タイヤの走行可能距離の増大が可能である。というのは、タイヤの摩耗が
少ないからであるが、タイヤ耐久性及び特にクラウン補強材の耐久性が損なわれる。
【００１５】
　これは、クラウン補強材に応力が生じ、特にクラウン層相互間に剪断応力が生じ、この
ような応力が軸方向に最も短いクラウン層の端部のところの動作温度の取るに足らないと
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はいえないほどの上昇と組み合わさり、それにより、亀裂がこのような端部のところ生じ
て広がるからである。同じ問題は、補強要素の２つの層の縁部のところに起こり、上述の
他の層は、必ずしも第１の層に半径方向に隣接して位置しているわけではない。
【００１６】
　検討中の形式のタイヤのクラウン補強材の耐久性を向上させるため、プライの端部、特
に軸方向に最も短いプライの端部相互間及び／又はこれらの周りに位置決めされたゴムコ
ンパウンドで作られた層及び／又は異形要素の構造及び品質に関する解決策が既に提案さ
れている。
【００１７】
　仏国特許第１３８９４２８号明細書は、クラウン補強材縁部の近くに位置するゴムコン
パウンドの耐劣化性を向上させるため、低ヒステリシストレッドと組み合わせて、クラウ
ン補強材の少なくとも側部及び辺縁部を覆い、低ヒステリシスゴムコンパウンドから成る
ゴム異形材の使用を推奨している。
【００１８】
　仏国特許第２２２２２３２号明細書は、クラウン補強材プライ相互間の分離を回避する
ため、ショアＡスケール硬度が、クラウン補強材の上に載っているトレッドのショアＡス
ケール硬度とは異なり、しかもクラウン補強材プライの縁部とカーカス補強材プライとの
間に配位置するゴムコンパウンドの異形要素のショアＡスケール硬度よりも高いゴムのク
ッションで補強材の端部を被覆することを教示している。
【００１９】
　仏国特許出願第２７２８５１０号明細書は、一方において、カーカス補強材と回転軸線
に対して半径方向最も近くに位置するクラウン補強材実働プライとの間に、周方向と少な
くとも６０°の角度をなす非伸長性金属コードで形成され、軸方向幅が少なくとも最短の
実働クラウンプライの軸方向幅に等しい軸方向連続プライを位置決めし、他方において、
２つの実働クラウンプライ相互間に、実質的に周方向に平行に差し向けられた金属要素で
作られた追加のプライを位置決めすることを提案している。
【００２０】
　このようにして成型されたタイヤを特に過酷な条件下において長時間にわたって走行さ
せると、これらタイヤの耐久性の面で制約のあることが分かった。
【００２１】
　このような欠点を解決すると共にこれらタイヤのクラウン補強材の耐久性を向上させる
ため、実働クラウン層と組み合わせて、実質的に周方向に平行な補強要素の少なくとも１
つの追加の層を設けることが提案された。国際公開第９９／２４２６９号パンフレットは
、特に、赤道面の各側で且つ周方向に実質的に平行な補強要素の追加のプライのすぐ隣り
の軸方向連続部において、或る１つのプライと次のプライとの間でクロス掛け関係にある
補強要素で形成されている２つの実働クラウンプライを或る特定の軸方向距離にわたって
互いに結合し、後で少なくとも２つの実働プライに共通の幅の残部にわたって、ゴムコン
パウンドの異形要素の使用により互いに分離することを提案している。
【００２２】
　周方向補強要素の層は、通常、周方向に対して８°未満の角度で布設されたターンを形
成するよう巻かれた少なくとも１本の金属コードから成る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２３】
【特許文献１】仏国特許第１３８９４２８号明細書
【特許文献２】仏国特許第２２２２２３２号明細書
【特許文献３】仏国特許出願第２７２８５１０号明細書
【特許文献４】国際公開第９９／２４２６９号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００２４】
　高速での道路上の長時間にわたる走行の際に耐久性及び耐摩耗性の面において得られた
結果は、満足の行くものである。しかしながら、この同じ車両が例えば建設場所又は荷降
ろし領域に到着するためには例えば非舗装道路又は軌道上を駆けなければならない場合の
あることが考えられる。このような路面状況での走行は、低速で行われるが、タイヤ、特
にこれらタイヤのトレッドは、例えばタイヤの耐摩耗性を大幅に損ねる石により攻撃を受
ける。
【００２５】
　本発明の目的は、重量物運搬車両用タイヤであって、耐久性及び耐摩耗性が道路での使
用に関して維持され、非舗装道路上での使用での耐摩耗性が向上したタイヤを提供するこ
とにある。
【００２６】
　この目的は、本発明によれば、ラジアルカーカス補強材を備えたタイヤであって、ラジ
アルカーカス補強材が、一方の層から他方の層にクロス掛けされると共に周方向と１０°
～４５°の角度をなす非伸長性補強要素の少なくとも２つの実働クラウン層で形成された
クラウン補強材を有し、クラウン補強材それ自体には半径方向にトレッドが被せられ、ト
レッドが、２つのサイドウォールによって２つのビードに連結され、クラウン補強材が、
周方向金属補強要素の少なくとも１つの層を有する、タイヤにおいて、周方向金属補強要
素の層は、少なくとも１つの中央部分及び２つの軸方向外側部分から成り、周方向金属補
強要素の層の中央部分の補強要素は、複数の区分に切断された補強要素であり、区分の長
さは、５５０ｍｍ未満であり、２つの連続して位置する区分の端相互間の距離は、２５ｍ
ｍを超え、区分の長さは、２つの連続して位置する区分の端相互間の距離の１．１～１３
倍であり、２つ軸方向外側部分の補強要素は、連続していることを特徴とするタイヤによ
って達成される。
【００２７】
　このように本発明に従って構成されたタイヤは、高速道路走行の際に満足の行く特性を
維持し、しかも、耐摩耗性の面で、特に耐攻撃性の面において、公知のタイヤと比較して
著しく向上した性能を有する。
【００２８】
　本発明者は、事実、非舗装道路による攻撃が本質的にタイヤトレッドの中央部分に悪影
響を及ぼすことを立証することができた。なお、この中央部分は、外観上常に最も露出し
た部分である。
【００２９】
　本発明に従って構成されたタイヤにより、タイヤの軸方向中央部分の半径方向における
軟化が生じる。というのは、特に、切断されている周方向補強要素の存在と関連したタイ
ヤのこの中央領域の周方向剛性が低いからである。この軟化により、得られた結果に照ら
して、トレッドは、車両が走行している路面上に存在する障害物、例えば石によりトレッ
ドに及ぼされる攻撃が吸収される。
【００３０】
　本発明者は又、タイヤの中央領域の剛性の減少により、タイヤが路面と接触している接
触パッチの形状の変化が可能であり、かくしてアスファルトで舗装された道路上における
耐摩耗性が向上することを実証することができた。具体的に説明すると、本発明のクラウ
ン補強材は、ほぼ長方形のフットプリントが軸方向に凹状に見える度合いを制限すること
によってこのようなほぼ長方形のフットプリントを促進する。
【００３１】
　本発明の実施形態の有利な一変形形態では、これら区分の長さは、３００ｍｍ未満であ
り、これら区分の長さは、２つの連続して位置する区分の端相互間の距離の６．５倍未満
である。
【００３２】
　また、有利には、本発明によれば、区分の長さは、２６０ｍｍ未満であり、これら区分
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の長さは、２つの連続して位置する区分の端相互間の距離の３．５倍未満である。
【００３３】
　また、有利には、２つの区分の端相互間の距離は、３５ｍｍを超える。
【００３４】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、特に、最小周方向剛性を保証するため、区分の
長さは、９５ｍｍを超える。
【００３５】
　また、同じ理由で、好ましくは、２つの連続して位置する区分の端相互間の距離は、１
７５ｍｍ未満である。
【００３６】
　中央部分の補強要素の剛性は、特に、タイヤの中央部分に満足の行くたが掛け作用を与
えるのに足るほど高く、従って、タイヤは、特にインフレーション中又は高速で走行して
いるときに加えられる応力に耐えることができると共にクラウン補強材の周方向膨張を制
限することができる。
【００３７】
　これらの値も又、タイヤクラウン補強組立体の良好な密着性を全体として、特にその中
央部分に関して促進する。これらの値は又、周方向補強要素の層が穴あけ形式の攻撃に対
する保護に寄与するようにする。具体的に説明すると、これらの値は、トレッドが攻撃に
耐えることができるようにするクラウンの軟化とトレッドがもし万が一穴あけ状態になっ
た場合の保護の役割との妥協策を見出しやすくする。
【００３８】
　本発明の実施形態の有利な変形形態によれば、周方向補強要素の層の軸方向幅は、０．
５×Ｓを超える。
【００３９】
　Ｓは、タイヤがその常用リムに取り付けられ、その推奨圧力までインフレートされたと
きのタイヤの軸方向最大幅を意味している。
【００４０】
　補強要素の層の軸方向幅は、タイヤの断面にわたって測定され、したがって、タイヤは
、非インフレート状態にある。
【００４１】
　本発明の実施形態の好ましい変形形態によれば、周方向補強要素の層の中央部分の軸方
向幅は、０．１５×Ｓを超え且つ０．５×Ｓ未満である。
【００４２】
　また、有利には、本発明によれば、周方向補強要素の層の軸方向外側部分の各々の軸方
向幅は、０．４５×Ｓ未満である。
【００４３】
　本発明の実施形態の変形形態によれば、移行領域が有利には中央部分と軸方向外側部分
の間に設けられ、これら中央領域は、せいぜい金属補強要素を有し、移行領域の軸方向に
測定した幅は、少なくとも１．５ｍｍに等しい。
【００４４】
　このような移行領域により、特に、中央部分の軸方向最も外側の区分の端に向いた領域
中の周方向補強要素の層の軸方向外側部分の軸方向最も内側のコードに過剰の張力領域が
現れるのを制限することができる。
【００４５】
　好ましくは、この実施形態によれば、移行領域の軸方向に測定したこの幅は、最大で７
ｍｍに等しい。
【００４６】
　この実施形態によれば、移行領域が金属補強要素を有する場合、この金属補強要素は、
周方向と有利には０．２°～４°の角度をなす。
【００４７】
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　また、有利には、本発明によれば、特に、タイヤが車両の操舵アクスルに装着されるよ
うになっており且つそのトレッドが少なくとも１つの周方向リブを有する場合、これら移
行領域の側縁は、このリブの踏み面（トレッド表面）のところでは軸方向端から、軸方向
に測定して少なくとも４ｍｍの距離だけ離れて位置している。リブの一方の縁が丸くなっ
ている場合、軸方向端は、リブによって形成された溝の勾配とリブの上面の接線の交差部
によって定められる。
【００４８】
　本発明の実施形態の他の変形形態によれば、移行領域が有利には中央部分と軸方向外側
部分との間に設けられ、この移行領域は、中央部分の周方向剛性と軸方向外側部分の周方
向剛性との間にある周方向剛性を有する。これら移行領域は、好ましくは、小さな軸方向
幅を有し、中央部分の周方向剛性と軸方向外側部分の周方向剛性との間に漸変した移行を
もたらす。移行領域の幅は、有利には、周方向補強要素が軸方向外側部分に配置されてい
る間隔の１．２５～３．７５倍である。
【００４９】
　本発明の意味の範囲内において、周方向補強要素の層の一部のピッチは、２つの連続し
て位置する補強要素相互間の距離である。このピッチは、補強要素の長手方向軸線のうち
の少なくとも１つに垂直な方向における補強要素の長手方向軸線相互間で測定される。し
たがって、ピッチは、実質的に軸方向に測定される。
【００５０】
　軸方向外側部分から中央部分への剛性の勾配は、有利には、移行領域が区分を形成する
よう切断された周方向補強要素から成ることによって得られ、これら区分の長さは、中央
部分の区分の長さよりも大きく且つ／或いは２つの連続して位置する区分の端相互間の距
離は、中央部分の２つの区分相互間の距離よりも小さい。
【００５１】
　また、有利には、第１の実施形態によれば、これら区分の周方向長さは、移行領域の軸
方向外縁からその軸方向内縁に向かって減少している。
【００５２】
　第２の実施形態によれば、２つの連続して位置する区分の端相互間の距離は、移行領域
の軸方向外縁からその軸方向内縁に向かって増大している。
【００５３】
　本発明の第３の実施形態によれば、これら区分の周方向長さの減少は、移行領域の軸方
向外縁からその軸方向内縁までの２つの連続区分の端相互間の距離の増大と組み合わされ
る。
【００５４】
　本発明の実施形態の変形形態では、これら区分の周方向長さの減少及び／又は中央部分
の縁からその中心に向かう２つの連続して位置する区分の端相互間の距離の増大が計画さ
れる。
【００５５】
　本発明は又、中央部分と軸方向外側部分との間に設けられた２つの連続して位置する移
行領域を組み合わせることを計画しており、軸方向外側部分に隣接して位置する第１の移
行領域は、上述した金属補強要素を更に有し、中央部分に隣接して位置した第２の移行領
域は、中央部分の剛性と軸方向外側部分の剛性との間にあり、区分の周方向長さを減少さ
せると共に／或いは第２の移行領域の軸方向外縁からその軸方向内縁までの２つの連続し
て位置する区分の端相互間の距離を増大させることによって得られる周方向剛性を有する
。
【００５６】
　他の変形形態では、周方向補強要素を中央部分及び軸方向外側部分中に異なる間隔で配
置することが更に計画される。周方向補強要素層の中央部分中の低い周方向剛性を高める
ため、この間隔は、中央部分の方が大きいことが有利である。その値は、有利には、軸方
向外側部分中の間隔の値の１．５倍以下であり、更に好ましくは軸方向外側部分中の間隔
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の値の１．２５倍以下である。
【００５７】
　また、有利には、間隔が軸方向外側部分と中央部分との間で変化していると共に周方向
補強要素層が移行領域を有する場合、移行領域中の周方向補強要素の配置間隔は、軸方向
外側部分の値と中央部分の値との間の値のものである。
【００５８】
　本発明の好ましい一実施形態では、区分を形成するよう切断された補強要素から成る中
央部分及び場合によっては移行領域の２つの連続して位置し又は軸方向に隣り合う周方向
補強要素は、軸方向に互いに向かい合った切断領域を備えていない。具体的に説明すると
、区分の端相互間の切断領域は、好ましくは、互いに軸方向には隣り合っておらず、従っ
て、周方向にオフセットしている。
【００５９】
　有利には、この実施形態によれば、２つの隣り合う区分の端は、長さ方向において、長
さ方向に測定した最も短い長さを有する区分の長さの０．１倍を超える距離だけ互いに隔
てられている。
【００６０】
　本発明は又、有利には、クラウン補強材を構成する少なくとも１つの層が、軸方向最も
外側の「リブ」又は全体として長手方向のトレッドブロックの下に半径方向に存在するこ
とを提案している。この実施形態は、上述したように、トレッドブロックの剛性を向上さ
せる。また、有利には、周方向補強要素の層は、軸方向最も外側の「リブ」又は全体とし
て長手方向のトレッドブロックの下に半径方向に存在する。
【００６１】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、少なくとも２つの実働クラウン層は、互いに異
なる軸方向幅を有し、軸方向に最も幅の広い実働クラウン層の軸方向幅と軸方向に幅の最
も狭い実働クラウン層の軸方向幅との差は、１０～３０ｍｍである。
【００６２】
　また、好ましくは、軸方向に幅の最も広い実働クラウン層は、他方の実働クラウン層の
半径方向内側に位置する。
【００６３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、周方向補強要素の層は、２つの実働クラウン層相
互間に半径方向に配置される。
【００６４】
　また、有利には、本発明によれば、周方向補強要素の層に対して半径方向に隣接して位
置する実働クラウン層の軸方向幅は、周方向補強要素の層の軸方向幅よりも大きく、好ま
しくは、周方向補強要素の層に隣接して位置する実働クラウン層は、赤道面の各側で且つ
周方向補強要素の層のすぐ隣りの軸方向連続部において、所与の軸方向幅にわたって互い
に結合され、次いで少なくとも２つの実働層に共通の軸方向幅の残部にわたってゴムコン
パウンドの異形要素により互いに分離されるようになっている。
【００６５】
　本発明の意味の範囲内において、結合されている層は、補強要素が半径方向に最大で１
．５ｍｍだけ互いに離された層であり、ゴムの厚さは、補強要素の上側母線と下側母線と
の間で半径方向に測定される。
【００６６】
　周方向補強要素の層に隣接して位置する実働クラウン層相互間におけるこのような結合
部の存在により、この結合部の最も近くに位置する軸方向最も外側の周方向要素に左右す
る引張り応力を減少させることができる。
【００６７】
　幅の最も狭い実働プライの端部と一線をなして測定された内側実働プライ分離異形材の
厚さは、少なくとも２ミリメートルに等しく、好ましくは２．５ｍｍを超えるであろう。
【００６８】
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　本発明の実施形態の第１の変形形態によれば、少なくとも１つの周方向補強要素層の中
央部分の周方向補強要素は、非伸張性金属補強要素である。本発明の実施形態のこの変形
形態は、経済的な観点からは特に有利であり、この種の補強要素は、安価である。
【００６９】
　本発明の実施形態の別の変形形態によれば、少なくとも１つの周方向補強要素層の中央
部分の周方向補強要素は、弾性金属補強要素である。本発明の実施形態のこのような変形
形態は、周方向補強要素層を容易に製作することができるという利点を有する場合がある
。というのは、このような補強要素を周方向補強要素層の３つの軸方向部分に使用できる
からである。周方向補強要素を配置する際、中央部分についてのみ補強要素の切断システ
ムを稼働状態にする。
【００７０】
　本発明の有利な実施形態によれば、周方向補強要素の少なくとも１つの層の２つの軸方
向外側部分の補強要素は、０．７％伸び率における割線モジュラスが１０～１２０ＧＰａ
であり、最大接線モジュラスが１５０ＧＰａ未満である。
【００７１】
　好ましい実施形態によれば、補強要素の０．７％伸び率における割線モジュラスは、１
００ＧＰａ未満であり且つ２０ＧＰａを超え、好ましくは３０～９０ＧＰａ、より好まし
くは８０ＧＰａ未満である。
【００７２】
　この場合も又、好ましくは、補強要素の最大接線モジュラスは、１３０ＧＰａ未満、好
ましくは１２０ＧＰａ未満である。
【００７３】
　上記モジュラスは、２０ＭＰａの予荷重を補強要素の金属の断面に加えた状態で求めら
れた引張り応力‐伸び率曲線に基づいて測定され、引張り応力は、張力の測定値を補強要
素の金属の断面積で除算して得られた値に対応している。
【００７４】
　同一の補強要素に関するモジュラスは、１０ＭＰａの予荷重を補強要素の金属の断面全
体に加えた状態で求められた引張り応力‐伸び率曲線に基づいて測定され、引張り応力は
、張力の測定値を補強要素の全断面積で除算して得られた値に対応している。補強要素の
全断面は、金属及びゴムで作られた複合要素の断面であり、ゴムは、特に、タイヤ硬化段
階の際、補強要素に侵入する。
【００７５】
　補強要素の断面全体に関するこの構成によれば、周方向補強要素の少なくとも１つの層
の軸方向外側部分及び中央部分の補強要素は、０．７％伸び率における割線モジュラスが
５～６０ＧＰａであり、最大接線モジュラスが７０ＧＰａ未満の金属補強要素である。
【００７６】
　好ましい実施形態によれば、０．７％伸び率における補強要素の割線モジュラスは、５
０ＧＰａ未満であり且つ１０ＧＰａを超え、好ましくは１５～４５ＧＰａであり、より好
ましくは４０ＧＰａ未満である。
【００７７】
　また、好ましくは、補強要素の最大接線モジュラスは、６５ＧＰａ未満であり、より好
ましくは６０ＧＰａ未満である。
【００７８】
　好ましい実施形態によれば、周方向補強要素の少なくとも１つの層の２つの軸方向外側
部分の補強要素は、低い伸び率については緩やかな勾配を有し、高い伸び率については実
質的に一定で且つ急な勾配を有する引張り応力‐歪曲線を有する金属補強要素である。追
加のプライのこのような補強要素は、「バイモジュラス（bi-modulus）」要素と通称され
ている。
【００７９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、実質的に一定で且つ急な勾配は、０．１％～０．
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５％の相対伸び率から現われる。
【００８０】
　補強要素の種々の上記特性は、タイヤから取り出された補強要素について測定される。
【００８１】
　本発明の周方向補強要素の少なくとも１つの層を作るのに特に適した補強要素は、例え
ば規格２１．２３の集成体であり、その構成は３×（０．２６＋６×０．２３）４．４／
６．６ＳＳであり、この撚りコードは、規格３×（１＋６）の２１本の単位細線で構成さ
れ、３本の撚り合わせストランドは各々、７本の細線で構成され、１本の細線は、直径が
２６／１００ｍｍに等しい中央コアを形成し、６本の巻き細線の直径は、２３／１００ｍ
ｍに等しい。このようなコードは、２０ＭＰａの予荷重を補強要素の金属の断面に加えた
状態で求められた引張り応力‐伸び率曲線に基づいて測定して、０．７％伸び率における
割線モジュラスが４５ＧＰａに等しく、最大接線モジュラスが９８ＧＰａに等しく、なお
、引張り応力は、張力の測定値を補強要素の金属の全断面積で十算して得られた値に対応
している。１０ＭＰａの予荷重を補強要素の金属の断面全体に加えた状態で求められた引
張り応力‐伸び率曲線に基づいて測定して、規格２１．２３のこのコードは、２３ＧＰａ
に等しい０．７％伸び率における割線モジュラス及び４９ＧＰａに等しい最大接線モジュ
ラスを有する。
【００８２】
　同様に、補強要素の別の例は、例えば規格２１．２８の集成体であり、その構成は３×
（０．３２＋６×０．２８）６．２／９．３ＳＳである。このコードは、両方とも２０Ｍ
Ｐａの予荷重を補強要素の金属の断面に加えた状態で求められた引張り応力‐伸び率曲線
に基づいて測定して、０．７％伸び率における割線モジュラスが５６ＧＰａに等しく、最
大接線モジュラスが１０２ＧＰａに等しく、なお、引張り応力は、張力の測定値を補強要
素の金属の断面積で除算して得られた値に対応している。１０ＭＰａの予荷重を補強要素
の金属の断面全体に加えた状態で求められた引張り応力‐伸び率の曲線に基づいて測定し
て、規格２１．２８のこのコードは、２７ＧＰａに等しい０．７％伸び率における割線モ
ジュラス及び４９ＧＰａに等しい最大接線モジュラスを有する。
【００８３】
　このような補強要素を周方向補強要素の少なくとも１つの層中に用いることにより、特
に、従来の製造方法における付形（シェーピング）及び硬化ステップ後であっても、満足
の行く層剛性を維持することができる。
【００８４】
　金属要素は、好ましくは、スチールコードである。
【００８５】
　本発明は又、有利には、実働クラウン層の補強要素と周方向とのなす角度を３０°未満
、好ましくは２５°未満にするよう軸方向最も外側の周方向要素に作用する引っ張り応力
を減少させることができる。
【００８６】
　本発明の実施形態の別の有利な変形形態によれば、実働クラウン層は、一方のプライか
ら他方のプライにクロス掛けされると共に周方向と軸方向において様々な場合がある角度
をなす補強要素を有し、このような角度は、周方向子午線平面で測定して上述の補強要素
のなす角度と比較して、補強要素層の軸方向外縁についての方が大きい。本発明のこのよ
うな実施形態により、周方向剛性を或る特定の領域に関して増大させることができると同
時に周方向剛性を他の領域に関して減少させることができ、その目的は、特に、カーカス
補強材の受ける圧縮を減少させることにある。
【００８７】
　また、本発明の好ましい実施形態では、クラウン補強材の半径方向外側には、弾性補強
要素であると呼ばれる補強要素の少なくとも１枚の追加の層又はプライ（保護層又はプラ
イと称される）が設けられ、弾性補強要素は、周方向と１０°～４５°の角度をなすと共
に保護プライに半径方向に隣接して位置する実働プライの非伸長性要素のなす角度と同一
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の方向に差し向けられている。
【００８８】
　保護層は、幅の最も狭い実働層の軸方向幅よりも小さな軸方向幅を有するのが良い。こ
のような保護層は、幅の最も狭い実働層の軸方向幅よりも大きな軸方向幅を有しても良く
、その結果、保護層は、幅の最も狭い実働層の縁とオーバーラップし、この保護層が、幅
の最も狭い半径方向最も内側の層である場合、保護層は、追加の補強材の軸方向連続部と
して、軸方向幅にわたって幅の最も広い実働クラウン層に結合され、その後、厚さが少な
くとも２ｍｍの異形要素によりこの幅の最も広い実働層から軸方向外部が分離されるよう
になる。弾性補強要素で形成された保護層は、上述の場合、一方において、２つの実働層
の縁を互いに分離する異形要素の厚さよりもかなり小さい厚さの異形要素により上述の幅
の最も狭い実働層の縁部から分離される場合があり、他方、幅の最も広いクラウン層の軸
方向幅よりも小さな又は大きな軸方向幅を有する。
【００８９】
　本発明の上述の実施形態のうちの任意の１つによれば、カーカス補強材の半径方向内側
には、カーカス補強材とこのカーカス補強材の最も近くに位置する半径方向内側実働層と
の間で、半径方向に最も近いカーカス補強層の補強要素相互間のなす角度と同一の方向で
円周方向と６０°よりも大きな角度をなすスチール又は鋼で作られた非伸長性金属補強要
素の三角形構造形成層が更に設けられるのが良い。
【００９０】
　本発明の他の細部及び他の有利な特徴は、図１～図５を参照して行われる本発明の幾つ
かの例示の実施形態の説明から以下において明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明のタイヤの子午線断面略図である。
【図２】図１のタイヤの周方向補強要素の１つの層の略図である。
【図３】本発明の第２の実施形態としてのタイヤの周方向補強要素の１つの層の略図であ
る。
【図４】本発明の第３の実施形態としてのタイヤの周方向補強要素の１つの層の略図であ
る。
【図５】本発明の実施形態の変形形態としてのタイヤの子午線断面略図である。
【発明を実施するための形態】
【００９２】
　理解を容易にするために、図１～図５は、縮尺通りには示されていない。これらの図は
、タイヤの半分しか示しておらず、タイヤの他方の半分は、タイヤの円周方向中間平面又
は赤道面を表すＸＸ′軸線に関して対称に連続している。
【００９３】
　図１では、サイズ４５５／４５Ｒ２２．５のタイヤ１は、０．４５に等しいアスペクト
比Ｈ／Ｓを有し、Ｈは、タイヤ１の取り付けリム上におけるタイヤ１の高さであり、Ｓは
、軸方向最大幅である。タイヤ１は、図１には示されていない２つのビード内に繋留され
た半径方向カーカス補強材２を有している。カーカス補強材は、金属コードの単一の層で
形成されている。このカーカス補強材２は、クラウン補強材４でたが掛けされており、こ
のクラウン層４は、次のように内側から外側に半径方向に、
　‐プライの幅全体にわたって連続していて５０°の角度に差し向けられた非伸張性の非
たが掛け９．２８金属コードで形成された三角形構造形成層と呼ばれる補強要素の層４５
、
　‐プライの幅全体にわたって連続していて、１８°に等しい角度に差し向けられた非た
が掛け状態の非伸長性１１．３５金属コードで形成された第１の実働層４１、
　‐２１×２８スチール金属コードで形成されていて、３つの部分（これらは、２つの軸
方向外側部分４２１及び１つの中央部分４２２である）で構成された「バイモジュラス」
型の周方向補強要素の層４２、
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　‐プライの幅全体にわたって連続していて、１８°の角度に差し向けられると共に層４
１の金属コードとクロス掛け関係にある非たが掛け状態の非伸長性１１．３５金属コード
で形成された第２の実働層４３、
　‐実働層４３の補強要素と同一方向に１８°の角度をなして差し向けられた弾性１８×
２３金属コードで形成されている保護層４４とで形成されている。
【００９４】
　クラウン補強材それ自体には、トレッド６が被せられている。
【００９５】
　タイヤの軸方向最大幅Ｓは、４５８ｍｍに等しい。
【００９６】
　三角形構造形成層４５の軸方向幅Ｌ45は、３８２ｍｍに等しい。
【００９７】
　第１の実働層４１の軸方向幅Ｌ41は、４０４ｍｍに等しい。
【００９８】
　第２の実働層４３の軸方向幅Ｌ43は、３８０ｍｍに等しい。幅Ｌ41と幅Ｌ43の差は、２
４ｍｍに等しい。
【００９９】
　周方向補強要素の層４２の全軸方向幅Ｌ42に関し、この軸方向幅は、３０４ｍｍに等し
い。軸方向外側部分４２１の幅Ｌ421は、６１ｍｍに等しい、従ってこれは、Ｓの４５％
未満である。
【０１００】
　中央部分の幅Ｌ422は、１８２ｍｍに等しい。
【０１０１】
　保護プライと呼ばれている最後のクラウンプライ４４は、３３８ｍｍに等しい幅Ｌ44を
有する。
【０１０２】
　図２は、図１に対応した本発明の周方向補強要素の層４２の第１の実施形態を示してい
る。上述したように、この層４２は、中央部分４２１と、２つの軸方向外側部分４２１と
から成っている。
【０１０３】
　周方向補強要素５は、周方向補強要素の層４２の軸方向幅全体にわたって２．３ｍｍの
一定間隔Ｐで配置されている。
【０１０４】
　中央部分では、周方向補強要素は、長さが１０１ｍｍに等しい区分６を形成するよう切
断されている。２つの区分は、２つの周方向に連続して位置する区分６の端相互間で測定
された距離Ｄが６５ｍｍに等しい隙間７によって互いに隔てられている。
【０１０５】
　このようにして製作された層４２により、軸方向外側部分４２１の周方向剛性と比較し
て中央部分４２２に低い周方向剛性を得ることができる。
【０１０６】
　図３は、本発明の周方向補強要素の層４２の第２の実施形態を示している。層４２は、
中央部分４２２及び軸方向外側部分４２１に加えて、中央部分４２２と軸方向外側部分４
２１の各々との間に軸方向に位置した２つの中間領域４２３を有している。
【０１０７】
　軸方向幅Ｌ423は、４．５ｍｍに等しい。中央部分Ｌ422の軸方向幅は、１７３ｍｍに等
しく、軸方向外側部分４２１の軸方向幅Ｌ421は、６１ｍｍに等しい。
【０１０８】
　区分６の長さ及び中央部分４２２の隙間７の距離は、図２に示されている長さ及び距離
と同一である。
【０１０９】
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　中間領域４２３の区分８は、１３２ｍｍに等しい長さｌ423を有し、２つの区分８は、
隙間９によって互いに隔てられており、２つの周方向に連続して位置する区分８の端相互
間で測定されたこの隙間の距離ｄ423は、３５ｍｍに等しい。
【０１１０】
　これらの値は、中間領域４２３の区分８が中央部分４２２の区分６よりも長く、又、中
央部分４２２の隙間の長さよりも短い隙間だけ互いに隔てられていることを示している。
かくして、これら中間領域の周方向剛性は、中央部分の周方向剛性よりも高い。この場合
、これにより、周方向補強要素の層４２の軸方向における周方向剛性の漸変が得られる。
【０１１１】
　図４は、本発明の周方向補強要素の層４２の第３の実施形態を示している。図３の場合
と同様、この層は、中央部分４２２と軸方向外側部分４２１の各々との間に軸方向に位置
した２つの中間領域４２３を有している。
【０１１２】
　軸方向幅Ｌ423，Ｌ422及びＬ421は、図３に記載されている軸方向幅と同一である。
【０１１３】
　区分６の長さ及び中央部分４２２の隙間７の長さは、図２及び図３に示されている長さ
と同一である。
【０１１４】
　区分８の長さ及び中間領域４２３の隙間９の距離は、図３に示されている長さ及び距離
と同一である。
【０１１５】
　軸方向外側部分４２１の周方向補強要素５が配置されている間隔Ｐ421は、図１に記載
されている間隔と同一であり、２．３ｍｍに等しい。
【０１１６】
　切断されると共に中央部分に区分６を形成している周方向補強要素は、２．９ｍｍに等
しい間隔Ｐ422で配置されている。中央部分における周方向補強要素のこの大きな配置間
隔は、軸方向外側部分４２１と比較して中央部分４２２の周方向剛性を減少させる役割を
果たす。
【０１１７】
　中間領域４２３に区分８を形成する切断された周方向補強要素の配置間隔は、２．５ｍ
ｍに等しい。これら中間領域４２３の配置間隔は、軸方向外側部分４２１の値と中央部分
４２２の値の間に位置する値である。これら値は、周方向補強要素の層４２の軸方向にお
ける周方向剛性の漸変に寄与する。
【０１１８】
　本発明の実施形態の他の変形形態によれば、中間領域４２３中の間隔は、中央部分の間
隔の値と同一の値であり又は変形例として、１つ又は複数の軸方向外側部分の間隔の値と
同一の値であり、区分の長さ及びこれら区分相互間の隙間の長さだけが漸変する。
【０１１９】
　他の変形形態では更に、軸方向外側部分４２１の場合のように連続した周方向補強要素
か切断された補強要素かのいずれかと組み合わされた中間領域中の間隔の漸変をもたらす
ことができ、区分の長さ及び区分相互間の隙間の長さは、中央部分４２２の長さと同一で
ある。
【０１２０】
　図５では、タイヤ１は、２つの実働層４１，４３が赤道面の各側で且つ円周方向補強要
素の層４２の連続部で軸方向において、軸方向幅ｌにわたって互いに結合され、第１の実
働層４１のコードと第２の実働層４３のコードは、２つの層の結合部の軸方向幅ｌにわた
り、ゴムの層により互いに半径方向に分離されており、このようなゴム層の厚さは、各実
働層４１，４３の構成材料である非たが掛け状態の１１．３５金属コードのゴム圧延層の
厚さの２倍、即ち、０．８ｍｍに一致している点において図１に示されているタイヤとは
異なっている。２つの実働層４１，４３は、これら２つの実働層に共通の幅の残りにわた
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、結合ゾーンの軸方向端部から幅の最も狭い実働層の端部に向かって増大している。異形
要素は、有利には、幅の最も広い実働層４１の端部と半径方向にオーバーラップするのに
十分幅が広く、この幅の最も広い実働層は、この場合、カーカス補強材に対して半径方向
最も近くに位置する実働層である。
【０１２１】
　図１の構成と一致して本発明に従って製造されたタイヤについて試験を行い、試験結果
を、サイズが同一であるが従来構成を備えるよう製造された基準タイヤと比較した。
【０１２２】
　基準タイヤは、同一のコードから成ると共に同一の間隔で配置され、区分を形成するよ
う切断された要素を含む部分を備えていない周方向補強要素の層を有する。かくして、補
強要素の層の周方向剛性は、その軸方向幅全体にわたって一様である。
【０１２３】
　同一の車両にタイヤの各々を取り付け、車両の各々を直線状に駆けらせることにより第
１の耐久性試験を実施し、タイヤには、この種の試験を促進するために公称荷重を超えた
荷重を加えた。
【０１２４】
　車両は、タイヤ１本当たり４０００ｋｇの荷重と関連していた。
【０１２５】
　荷重及び横滑り角度をタイヤに課した試験機械を用いて他の耐久性試験を実施した。こ
のような試験を、基準タイヤに加えられた荷重及び横滑り角度と同一の荷重及び横滑り角
度で本発明のタイヤについて実施した。
【０１２６】
　このようにして実施された試験結果の実証するところによれば、これら試験の各々にお
ける走行距離は、本発明のタイヤと基準タイヤについて実質的に同一であった。したがっ
て、本発明のタイヤは、耐久性の面で基準タイヤと実質的に同等の性能を有しているよう
に思われた。
【０１２７】
　最後に、タイヤトレッドに特に有害な石の存在をシミュレートするよう凹凸のある非舗
装道路について更に走行試験を実施した。
【０１２８】
　最後のこれら試験結果の実証するところによれば、同一の走行距離後、本発明のタイヤ
に生じた損傷の深刻さは小さかった。
【０１２９】
　特に例示の実施形態を参照して今説明したばかりの本発明は、これらの実施形態を制限
するものと理解されてはならない。例えば、周方向補強要素の層は、周方向剛性に漸変を
呈するために６つ以上の部分から成っても良く、これは、依然として本発明の範囲に含ま
れる。
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